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研究公正・業務推進部
研究業務推進課

国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）

e-Rad における実績報告の登録と
研究者の異動に伴う手続きについて
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令和2年度 実績報告について

AMED事業の研究開発を行っている研究機関様へ

令和2年度 研究成果情報、 会計実績情報の
e-Radへの登録をお願いいたします。
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図：文科省e-Radシステム
研究者向け操作マニュアルから引用

e-Radを使った実績情報の登録について
e-Rad （府省共通研究開発管理システム）

府省共通研究開
発管理システム
（e-Rad）とは、競
争的資金制度を
中心として研究開
発管理に係る一
連のプロセス
（応募受付→審
査→採択→採択
課題管理→成果
報告等）をオンラ
イン化する府省横
断的なシステム
（文部科学省構
築）です。
AMEDも参加して
おります。

※登録時期は、メールで通知 翌年度 6月30日までに



実績報告の登録
収支決算書は、e-Radへ登録する際、次の情報が必要です。（赤い囲み）
・課題ＩＤ（8桁の数字）、
・研究機関番号（10桁の数字）、
・研究者番号（8桁の数字）

〇令和2年度分の研究成果報告および会計実績報告のe-Rad への
登録時期・方法については、後日、連絡します。

委託研究開発収支決算書
（会計様式）

補助事業収支決算書
（会計様式）
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研究者の異動等に伴う手続きについて

○研究者の異動について、e-Rad上で変更申請を行っていないと、収支決算書の研究者情
報とe-Radに登録されている研究者情報が異なってくるため、実績報告の登録エラーが発生
します。

〇新年度の4月以降には、研究機関によるe-Radの変更申請が、直接できなくなるため、変
更申請は、年度内にお願いいたします。特に研究代表者の異動の場合、後任の研究代表者
による実績報告の登録はできなくなります。

委託研究開発収支決算書
（会計様式）

補助事業収支決算書
（会計様式）
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詳しくは、事務処理説明書の下記の該当箇所をご覧ください

・委託研究開発契約事務処理説明書
「Ⅳ．執行について 6．間接経費について」
「Ⅷ ．研究報告及びプレス発表 2．実績報告」

・補助事業事務処理説明書
「 Ⅳ．執行について 6．間接経費、一般管理費について」
「 Ⅷ ．研究報告及びプレス発表 2．実績報告」

以上

事務処理説明書 参照先


